
 

 

 

 

 

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のための取組について 

 

 

平素は労働行政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、政府では、誰もが生きがいを持って能力を最大限に発揮できる

社会を目指し働き方改革に取り組んでおり、平成３０年７月６日に「働

き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下「改正法」

という。）が公布されました。 

改正法のうち、「雇用形態に関わらない公正な処遇の確保」については

同一企業内における「正規」と「非正規」との間の不合理な待遇の差をな

くし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられる

ようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることを

内容としており、現行の「パートタイム労働法」の対象者に有期雇用労働

者を加えて、「パートタイム・有期雇用労働法」に改め、令和２年４月１

日から（中小企業については令和３年４月１日から）施行されることと

なっております。 

 岡山労働局では、企業において「パートタイム・有期雇用労働法」に対

応するための取組が推進されるよう、説明会の開催等あらゆる機会を通

じて周知・啓発を行うこととしております。 

 貴社におかれましては、パートタイム労働者、有期雇用労働者（以下

「パートタイム労働者等」）の公正な待遇の確保のための取組をお進めい

ただいているところとは存じますが、今一度パートタイム労働者等の雇

用管理の状況を点検・確認いただき、パートタイム労働者等が適切な待

遇や公正な評価に納得し能力を発揮しやすい魅力ある職場づくりに向け

て積極的な御対応をいただきますようお願い申し上げます。 
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